
【表紙】
 

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長　殿

【提出日】 平成26年３月11日提出

【発行者名】 カレラアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　内堀　徹

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋兜町10番３号

【事務連絡者氏名】 秋永　芳郎

【電話番号】 03-5652-7290

【届出の対象とした募集内国

投資信託受益証券に係る

ファンドの名称】

カタール・アブダビ株式ファンド

【届出の対象とした募集内国

投資信託受益証券の金額】

（１）当初申込期間（平成25年７月16日から平成25年７月29日ま

で）

100億円を上限とします。

 （２）継続申込期間（平成25年７月30日から平成26年10月15日ま

で）

1,000億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成25年６月28日付をもって提出した有価証券届出書（平成25年９月26日及び平成25年10月30日付

をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）

の関係情報等を更新するため、本訂正届出書を提出いたします。

 

Ⅱ【訂正の内容】

原届出書の該当内容は、以下の内容に訂正いたします。下線部　　　　　は訂正部分を示します。

 

EDINET提出書類

カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

2/6



第一部【証券情報】
 

（５）【申込手数料】

＜訂正前＞

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に対し3.15％（税抜3.0％）を上限として販

売会社がそれぞれ定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率の詳細については、販

売会社または委託会社の後記照会先にお問い合わせ下さい。

（注）販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳しく

は、販売会社にお問い合わせ下さい。

「自動継続投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の申込手数料はかかり

ません。なお、「分配金受取りコース」「自動継続投資コース」については、後記「（12）その

他⑤」をご参照下さい。

 

＜訂正後＞

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に対し3.15％
※
（税抜3.0％）を上限として

販売会社がそれぞれ定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率の詳細については、

販売会社または委託会社の後記照会先にお問い合わせ下さい。

（注）販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳しく

は、販売会社にお問い合わせ下さい。

※ 消費税が８％になった場合は、3.24％となります。

「自動継続投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の申込手数料はかかり

ません。なお、「分配金受取りコース」「自動継続投資コース」については、後記「（12）その

他⑤」をご参照下さい。
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第二部【ファンド情報】
 

　４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

＜訂正前＞

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会

社がそれぞれ定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社

または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。

（注）販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。

詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。

「分配金受取りコース」を選択した受益者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額

×取得申込の口数）に申込手数料を加算した金額を申込代金として申込みの販売会社に支払うも

のとします。

「自動継続投資コース」を選択した受益者は、申込代金を申込みの販売会社に支払うものとしま

す（申込手数料は申込代金から差し引かれます。）。

「自動継続投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手

数料とします。

 

＜訂正後＞

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15％
※
（税抜3.0％）を上限として販売

会社がそれぞれ定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会

社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。

（注）販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。

詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。

「分配金受取りコース」を選択した受益者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額

×取得申込の口数）に申込手数料を加算した金額を申込代金として申込みの販売会社に支払うも

のとします。

「自動継続投資コース」を選択した受益者は、申込代金を申込みの販売会社に支払うものとしま

す（申込手数料は申込代金から差し引かれます。）。

「自動継続投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無

手数料とします。

※消費税が８％になった場合は、3.24％となります。

 

（３）【信託報酬等】

＜訂正前＞

① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下によ

り計算されます。

信託財産の純資産総額 × 年率1.5855％（税抜 1.51％）

信託報酬の配分は、次の通りとなります。

 

 委託会社 販売会社 受託会社

 
年率0.6825％

（税抜 0.65％）

年率0.8400％

（税抜 0.80％）

年率0.0630％

（税抜 0.06％）

 

② 上記①の信託報酬額（年率1.5855％）は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支

払うものとします。

（略）
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＜訂正後＞

① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下によ

り計算されます。

信託財産の純資産総額 × 年率1.5855％
※
（税抜 1.51％）

信託報酬の配分は、次の通りとなります。

 

 委託会社 販売会社 受託会社

 
年率0.6825％

（税抜 0.65％）

年率0.8400％

（税抜 0.80％）

年率0.0630％

（税抜 0.06％）

※消費税が８％になった場合は、1.6308％となります。

 

② 上記①の信託報酬額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとしま

す。

（略）
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（５）【課税上の取扱い】

 

＜訂正前＞

日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、次のような取扱いと

なります。

（略）

※　買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせ下さい。

（略）

 

＜訂正後＞

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制

度の適用対象です。

（略）

※　少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、平成26年１月１日以降の非課税制度です。

NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託な

どから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるの

は、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する

方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。

※　買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせ下さい。

（略）
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